
平成２７年４月２０日

福崎町議会議長  志 水 正 幸  様 

民生まちづくり常任委員長  小  林   博 

委 員 会 調 査 報 告 書 

 本委員会は、議会閉会中下記事項について調査したから、会議規則第７７条の規定により報

告いたします。 

記 

１．調 査 事 項

（１）公害防止協定に基づく協議について

（２）各課の報告事項について

２．調 査 期 日

   ４月２０日（月）

３．調 査 の 概 要

（1）公害防止協定に基づく協議について

 ○ ウシオライティング(株)からの平成 27年 4月 8日付の公害防止協定に基づく協議について、

資料により説明を受けた。使用用途の変更に伴い緑地を一部撤去するとのことであり、委員会

としては了承することとした。

 ○ 福伸電機(株)福崎工場からの平成 27年 4月 9日付の公害防止協定に基づく協議について、資

料により説明を受けた。自動車部品等新規生産に対応するため、プレス機４台、旋盤１台、マ

シニングセンタ１台、パイプ切断機２台、パイプ切削機２台を新設するとのことであり、委員

会としては了承することとした。

 ○ 福伸電機(株)西治工場からの平成 27年 4月 9日付の公害防止協定に基づく協議について、資

料により説明を受けた。自動車部品新規生産に対応するため、樹脂成形機３台を福崎工場か

民



ら西治工場に移設するとのことであり、委員会としては了承することとした。

（2）各課の報告事項について

〈住民生活課〉

 ○ 矢口奥池周辺の特定事業に係る経過について、資料により報告を受けた。平成 27年 3月 17

日に土壌及び沈砂池の水質について環境調査を実施した結果、土壌の溶出試験においてヒ素が

協定管理値を超過する結果であったとのことである。ヒ素超過箇所については、土壌除去処分

を実施し、再調査を行うとのことである。

 ○ 戦後 70 周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思い

をいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、第 10 回特別弔慰金を支給するとの報告を

受けた。

 ○ 福崎工業団地に所在するアマテイ(株)福崎出張所が、平成 27年 3月 20日をもって業務を終

了し、新たに香寺事業所（姫路市香寺町久畑 11）を開設するとの報告を受けた。

○ 大地化成(株)の本社移転について、資料により報告を受けた。

  （変更前）姫路市実法寺甲の町 336番地の 2 

（変更後）神崎郡福崎町大貫 1004番地 6 

  （変更日）平成 27年 4月 1日

○ 当面の行事予定について

 ・福崎町消防団消防操法大会  5月 10日（日） 福崎東中学校

〈健康福祉課〉

○ 平成 26年度文珠荘利用状況について、資料により報告を受けた。

○ 平成 26年度巡回バス利用状況について、資料により報告を受けた。

○ 「健康増進・食育推進計画」策定のためのアンケート調査の結果について報告を受けた。

  （調査対象）・5歳児とその保護者  ・小学 5年生  ・中学 2年生

・20歳から 79歳までの町民（無作為抽出 1,400人）

  （調査期間）平成 27年 2月 6日から平成 27年 2月 23日

  （回収件数）配布：2,321人  回収数：1,530人  回収率：65.9% 

○ 食推進委員会委員及び国民健康保険運営委員会委員を一般公募するとの報告を受けた。

○ 第１老人デイサービスセンターの空調機更新工事について報告を受けた。協議の結果、指定

管理者である福崎町社会福祉協議会の負担で更新工事を行い、また、空調機は町財産である建

物の附属物であるため、町への工事承認及び財産の帰属契約等を行い、福崎町社会福祉協議会

が入札を行うとのことである。

○ 福祉避難所の指定について報告を受けた。福祉避難所として新たに民間事業者であるサルビ

ア荘及び、ＣＨＩＡＫＩほおずきの 2カ所を指定し、第 1老人デイサービスセンター、第 2老



人デイサービスセンター、文珠荘を合わせ 5カ所とするとのことである。

○ 福崎町手数料条例及び福崎町介護保険条例の一部改正について、4 月臨時議会に上程予定で

あるとの報告を受けた。

○ 当面の行事予定

・国民健康保険運営協議会    5月 18日（月） 第 1委員会室

・金婚夫婦祝福式典                 5月 24日（日） 姫路市文化センター

〈地域振興課〉

 ○ 平成 27年度自律（立）のまちづくり交付金事業について、資料により報告を受けた。

 ○ (株)もちむぎ食品センター第 26期事業報告について、資料により報告を受けた。また指定管

理者の選定については、3月 24日及び 4月 16日に指定管理者選定委員会を開催し、もちむぎ

のやかたは公募を行わず、(株)もちむぎ食品センターを候補者として申請書類の提出を依頼し

たとのことである。

 ○ 当面の行事予定

・竹灯籠の夕べ         4月 24日（金）

・民俗辻広場まつり                 4月 25日（土）

・福崎町婚活イベント        5月 30日（土）

〈農林振興課〉

○ 平成 26年度工事・業務委託進捗状況について、資料により報告を受けた。

○ 平成 26年度県営事業進捗状況について、資料により報告を受けた。

○ 平成 27年度県営事業の工事及び業務委託の予定について、資料により報告を受けた。

○ その他

 ・(有)アケボノ企画との訴訟経過について、資料により報告を受けた。（有）アケボノ企画は、

大阪高等裁判所の判決を不服とし、12月 26日に最高裁判所へ上告受理申立てをしていると

ころであるが、平成 27年 3月 30日に最高裁判所から記録が到着したとの通知があったとの

ことである。今後は裁判所の指示に従って、町として対応していくこととなるとのことであ

る。

〈まちづくり課〉

○ 平成 26年度工事・業務委託執行状況について、資料により報告を受けた。

○ その他

 ・平成 26 年度交通広場（駐輪場・バスロータリー）の利用状況について、資料により報告を

受けた。

 ・県事業（道路・河川等）の取り組み状況について、報告を受けた。



    西谷（２）地区急傾斜崩壊対策工事（第１工区）

     ・工事個所：福崎町西治地内

     ・工事概要：施工延長 L＝100.0ｍ もたれ式擁壁工 781.0㎥

           落石防護柵設置工 100.0ｍ 切土補強土工 290.0㎡

     ・請負業者：(株)岩本建設

     ・施工期間：平成 27年 3月 25日～平成 28年 1月 18日

県砂防 七種川護岸修繕工事

     ・工事個所：福崎町田口地内

     ・工事概要：施工延長 L＝50ｍ  根固め工 110.0㎥

          根固めブロック設置裾付 59個

    ・請負業者：(株)鵜野土木興業

     ・施工期間：平成 27年 3月 21日～平成 28年 1月 15日

・開発行為事前協議及び開発行為許可申請について、資料により報告を受けた。

①申請者：東伸(株) 代表取締役 山下 正雄 

申請地：西田原字上野田 1846番 1 外 2筆

区域面積：2958.53㎡

目 的：戸建専用住宅 13戸

  ・町道金垣内中学校線における自動車物損事故について、資料により報告を受けた。平成 27

年2月27日午後9時30分頃、町道金垣内中学校線を走行中の自動車がＴ字路を右折した際、

道路上に突出していたガードパイプに車右後方を接触させ、車体が損傷したとのことである。

損害賠償額は、198,072円であり 3月 16日に示談が成立しているとのことである。

・町道中島八幡線における自動車物損事故について、資料により報告を受けた。平成 27 年 3

月 19 日午後 3 時 10 分頃、町道中島八幡線を走行中の自動車が道路上の陥没箇所にはまり、

左前方タイヤ及びリアカバーを損傷する事故が発生したとのことである。現在、示談を成立

させるため交渉しているとのことである。

 ・平成 26年度教育委員会関係の工事執行状況について、資料により報告を受けた。

・議会の委任による専決事項の報告（2 件）について、4 月臨時議会に上程予定であるとの報

告を受けた。

〈上 下 水 道 課〉

○ 平成 25・26年度工事・業務委託執行状況について、資料により報告を受けた。

○ 福崎町公共下水道効率化計画策定業務にかかる入札結果について、資料により報告を受けた。



○ 平成 27 年 3 月末における下水道接続状況及び水質分析結果について、資料により報告を受

けた。

○ その他

 ・直谷第１雨水幹線の都市計画変更について、資料により報告を受けた。直谷第１雨水幹線の

都市計画決定の廃止にかかる案について 2月 20日から 3月 6日の間、縦覧を行った結果、

縦覧者及び意見の提出はなく、3月 19日に都市計画審議会に諮問、答申を受け、4月 8日に

都市計画決定を廃止したとのことである。今後の雨水計画推進については、川すそ雨水幹線

の整備をはかりつつ、福崎駅周辺整備とあわせ福崎駅東雨水幹線の詳細設計を進め早期の事

業着手を目指すとのことである。

・平成 26年度不納欠損について、債権管理条例第 17条第 2項の規定に基づき、平成 27年 3

月 31日付で福崎町長から福崎町議会議長宛てに文書で報告したとのことである。


